
様式第９号 

特定建設作業実施届出書 

  年  月  日 

たつの市長  様 

届出者 住所・所在                       

                    氏名・名称                       

                    代 表 者                       

 電 話 番 号                       

 

                  □ 騒音規制法第 14 条第１項 

特定建設作業・工事を実施するので、  □ 振動規制法第 14 条第１項        の規定により 

                   □ 環境の保全と創造に関する条例第 59 条第１項 

次のとおり届け出ます。 

建 設 工 事 の 名 称  

建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類  

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 種 類  

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 に 使 用 さ れ る 

機 械 の 名 称 、 型 式 及 び 仕 様 
 

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 場 所  

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 実 施 期 間 
自        年     月     日 

至        年     月     日  （     日間） 

特定建設作業・工事の開始及び終了の時刻 

作業開始 作業終了 作 業 日 実働時間 

自 

      時 

至 

      時 

(休日を除く) 

    日間 

 

時間 

騒 音 ・ 振 動 の 防 止 の 方 法  

発 注 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 

法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名 電話番号   （  ）      

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所 
 

電話番号   （  ）      

下請人が特定建設作業・工事を実施する場合は 

当 該 下 請 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

電話番号   （  ）      

下請人が特定建設作業・工事を実施する場合は  

当該下請人の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 

電話番号   （  ）      

備       考 
 

※添付書類 1 工事工程表 

      2 付近周囲 200ｍくらいの見取図 

      3 現場図面 



別紙 

法例 

項

番

号 

特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 の 種 類 
特 定 建 設 作 業 ・ 工 事 に 使 用 さ れ る 

機 械 の 名 称 、 型 式 及 び 仕 様 

騒 

音 

規 

制 

法 

１ 
く い 打 機 、 く い 抜 機 又 は 

く い 打 く い 抜 機 を 使 用 す る 作 業 
 

２ び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業  

３ さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業  

４ 
空気圧縮機を使用する作業（さく岩機 

の動力として使用する作業を除く） 
 

５ 
コンクリートプラント又はアスファルト 

プ ラ ン ト を 設 け て 行 う 作 業 
 

６ 
バ ッ ク ホ ウ （ 8 0 k w 以 上 ） 

を 使 用 す る 作 業 
 

７ 
トラクターショベル（ 70kw 以上） 

を 使 用 す る 作 業 
 

８ 
ブ ル ド ー ザ ー （ 4 0 k w 以 上 ） 

を 使 用 す る 作 業 
 

県 

条 

例 

１ 
ア ー ス オ ー ガ ー と 併 用 し て 

く い 打 機 を 使 用 す る 作 業 
 

６ 

ブルドーザー、パワーショベル等 

（騒音規制法の６・７・８以外）の 

掘 削 機 械 を 使 用 す る 作 業 

 

７ 

コンクリート造、鉄骨造及びレンガ造 

の建物解体作業又は動力、火薬若しくは 

鉄 球 を 使 用 し て 行 う 破 壊 作 業 

 

振 

動 

規 

制 

法 

１ 
く い 打 機 、 く い 抜 機 又 は 

く い 打 く い 抜 機 を 使 用 す る 作 業 
 

２ 
鋼 球 を 使 用 し て 建 築 物 そ の 他 の 

工 作 物 を 破 壊 す る 作 業 
 

３ 舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業  

４ 
ブ レ ー カ ー を 使 用 す る 作 業 

（ 手 持 式 の も の を 除 く ） 
 

 

騒音・振動の 

防止の方法 

 

 

 

 

 

 

 


